
 

 
オープンカウンターによる見積合わせについて 

 
                          令和８年３月５日 
                          分任支出負担行為担当官 
                          静岡森林管理署長 髙柳 威晴 
 
 下記のとおり見積り合わせを実施しますので、参加を希望される場合は見積書の提出をお願い

します。 
 

記 
 
１  事 業 名   明神峠国有林枯損木処理業務 
 
２ 事業内容     危険木３本の伐採処理（詳細は添付資料参照） 
 
３  履行期間     自：令和７年３月  日（契約日の翌日） 
                 至：令和７年３月３０日 
 
４  履行場所   静岡県駿東郡小山町大字上野 明神峠国有林５３１い林小班 
 
５ 参加資格   令和７・８・９年全省庁統一資格の役務提供（その他）を有する者、また

は、関東森林管理局随意契約登録者名簿の役務の提供その他に登録されている

者 
 
６ 見積書の提出の日時 令和８年３月 13日（金）１３時まで 
 
７  見積書の提出場所  
（１） 原則として電子調達システムによる提出。 
なお、電子調達システムによる提出ができない場合は、持参もしくは郵便または

メールによる提出を認めます。 
（２） 持参または郵便の場合  静岡市葵区駿府町１－１２０ 静岡森林管理署 
（３） メール提出の場合 ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp  

 
８ 見積書記載の金額 
電子調達システムで見積書を提出する場合は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、本件に係る全ての諸経費等を見積もった契約希望金額

の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 
 
９ 契約の締結日 見積もり採用の日 
 
10 その他   見積書の提出にあたっては、別紙「オープンカウンター方式による見積依頼に

係る留意事項」及び「関東森林管理局署等随意契約見積心得」を必ず確認してく

ださい。  
また、見積書を提出した場合は、別紙「仕様書」及び「請書」の内容を承諾した

ものとみなします。 



 

明神峠国有林枯損木処理業務 
 

仕 様 書 
 
（１）本仕様書及び図面に疑義あるときは監督員の指示によること。 
 
（２）伐採した枯損木については、下方に落ちる恐れのない国有林内に安定させ集

積すること。 
 
（３）No10については、可能な範囲で地上に近い部分まで伐採し、存置する幹につ
いて落下の恐れがある場合は、ワイヤーロープ等により対策すること。 
 
（４）作業実行のための諸施設及び労務者の管理については、労働関係法、その他

の法律の定めるところによること。 
 
（５）本作業実施に当たり作業地内の火災予防に万全の措置を講ずること。 
 
（６）本作業終了に際しては、監督員の指示に従い、事業現場の片付け、整理を行

うこと。 
 
（７）作業の実施に当たって、作業経過を下記の撮影基準により写真撮影を行い、

提出すること。 
       
 （ア）作業前・後の区域全景写真 
 （イ）各伐採木の作業前後の写真 
 （ウ）伐採木の集積状況写真 
 
（８）作業地直下に唯念寺の建物等があることから、作業に伴い損害を与えること

の無い様に注意して作業を行うこと。 
 
（９）本仕様書及び図面に記載されていないが、当然受託者において行うべき事項

は、受託者の負担において行うものとする。 
 



 
 請    書（案） 

 

                                                                           令和８年 月 日 

 

    分任支出負担行為担当官 

     静岡森林管理署長  髙柳 威晴  殿 

                                                                        

                                                住   所    

 

                                                社   名    

                                                氏   名   

 

 

１ 作 業 名  明神峠国有林枯損木処理業務 

 

２ 仕 様  仕様書のとおり 

 

３ 作 業 内 容  枯損木３本の処理（数量内訳書のとおり） 

 

４ 契 約 金 額  金        円也 

                   （うち消費税及び地方消費税額￥       円）                   
 
５ 納 入 期 限  令和８年３月 27 日 

 

６ 納 入 場 所  静岡県駿東郡小山町大字上野 明神峠国有林 531 い林小班 

 

７ 検 査 場 所  同 上 

 

８ 契約保証金  免 除 

 

   上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を承諾の上、誠実に履行いたします。 

 

条     件 
 

第１条 頭書の仕様、規格に基づき納入期限内に完了します。 

第２条 頭書の期限までに完成ができない場合は、あらかじめ貴官に、遅延の理由及び納入見込み月日を明らか

にした書面をもって延長の承認をお受けします。 

第３条 頭書の期限までに作業を完了しないときは、前条に定める承認にかかわらず、遅滞金として、納入期限

の翌日から起算して作業完了の日までの日数に対し、１日につき未納部分に対する契約金額の年３パーセ

ントの率をもって計算した額を貴官の請求により納付します。 

        ただし、遅延が天災その他やむを得ない理由による場合は、免除されるようお願いします。 

第４条 業務が完了したときは、調査結果報告書をもって貴官に通知し、検査をお受けします。検査に要する経

費は、当方で全て負担します。 

第５条 前条に定める検査の結果、数量、仕様等に適合しない場合は、直ちに修正します。 

第６条 検査に合格し調査結果報告書を提出しても、３ヶ月以内に当該調査に瑕疵があることが発見された場合

は、その瑕疵を修正又は損害を賠償します。 

第７条 契約金額の支払いは、当方の適法な支払請求書を受理した日から３０日以内にお支払い下さい。 

第８条 この契約において、次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解約されても

不服は申しません。この場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。 

     (1) この契約に違反し、又は正当な理由が無く義務を履行しないと認められる場合 

     (2)  この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合 

     (3)  破産の宣告を受けた場合又はその恐れがあると認められる場合 

   (4) 当方から契約の解除を申し出た場合 

第９条 前条各号に掲げる理由により、契約を解除された場合は、違約金として契約金額の１００分の１０に相

当する額を貴官の請求により納付します。 

    ただし、天災その他やむを得ないと認められる理由により契約の解除を申し出た場合には、この契約の

全部又は一部について解除を承認願います。この場合には違約金を免除されるよう承認願います。 

第 10 条 この契約により生ずる権利及び義務は、貴官の承認を得なければ第三者に譲渡若しくは承継しません。 

第 11 条 この契約によって当方が納付する遅延金及び違約金等がある場合は、貴官の指示により当方が受領する

金額と相殺し又は別に徴収されても異存ありません。 

第 12 条 この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。 

 



別紙
明神峠国有林枯損木処理業務数量内訳書

No 樹   種 径級(cm) 樹高(ｍ) 材積(㎥)
531 い 10 広葉樹 60 15 1.65 枯損木 可能な限り地上部に近い場所で伐採

531 い 12 広葉樹 28 11 0.28 枯損木
531 い 13 広葉樹 16 7 0.06 枯損木

1.99

林 小 班 備      考

計



明神峠国有林531林班い小班

宮﨑雅春(MIYAZAKIMasahar
楕円

宮﨑雅春(MIYAZAKIMasahar
テキストボックス
事業個所位置図
明神峠国有林５３１林班い小班



古田弘人(FURUTAHirohito)
楕円

古田弘人(FURUTAHirohito)
楕円

古田弘人(FURUTAHirohito)
楕円

古田弘人(FURUTAHirohito)
テキストボックス
№12


古田弘人(FURUTAHirohito)
テキストボックス
№13


古田弘人(FURUTAHirohito)
テキストボックス
№10


古田弘人(FURUTAHirohito)
テキストボックス
奥の沢唯念寺開山堂


古田弘人(FURUTAHirohito)
四角形

宮﨑雅春(MIYAZAKIMasahar
テキストボックス
枯損木位置図

住所：静岡県駿東郡小山町大字上野 明神峠国有林５３１い林小班




No10（枯損木）
可能な限り地上に近い
部分まで伐採処理

No12（枯損木）
根元から伐採処理

No13（枯損木）
根元から伐採処理

○処理対象枯損木の現地状況



別紙 

オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 

 

１． 見積合わせに参加する者に必要な資格等 
（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 
なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 
（３） 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 
（４） 令和７・８・９年度 農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「東海・北陸地域」「役務の提供（その他）」の競争参加資格を有してい
ること。または、関東森林管理局随意契約登録者名簿に登録され「役務の提供」の「その他」の資格を有していること。 

※参加資格設定のある見積依頼に参加資格のない者が提出した見積書や見積書に関する諸条件に違反した見積書は無効とします。 

 

２． 見積依頼書及び仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先 
 静岡森林管理署 総務グループ（℡０５４－２５４－３４０１） 

 〒４２０－０８５６ 静岡県静岡市葵区駿府町１－１２０ 

 見積書等の提出については、電子調達システムで行うこととし、システムによる提出ができない場合は、持参もしくは郵送による提出を認めます。 

※見積書を郵送する場合は締切日時必着とし、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱書きしてください。 

※見積書の宛名は「静岡森林管理署長」として下さい。 

 

３． 契約書等の作成の要否について 
会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、請書の徴収または契約書を作成します。（契約金額により省略する場合もあります。） 

 

４． その他 
（１） 参加者不在の場合は、別途選定した者への見積りを依頼し、随意契約を行うことができるものとします。 
（２） 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。 
（３） 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 


